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２０１８～２０２６年度を対象とした
電源入札等の検討開始の要否について

２０１７年７月２８日

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 事務局

第１８回調整力及び需給バランス
評価等に関する委員会 資料２



2これまでの経緯

 第１６回委員会（４／１４開催）にて、平成２９年度供給計画における第１年度（２０１７年度）を対象とした電源入札等検討開
始の判断について審議。結果として電源入札等の検討開始は行わないことで決議。

 今回の委員会では、第２～１０年度（２０１８～２０２６年度）を対象とした電源入札等検討開始の判断について審議いただく。

 また、第１６回委員会で意見のあった「検討開始の判断基準の明確化」及び「第１年度の検討の必要性」について、再検討
を行ったため、併せてご審議いただく。（資料３）
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電気事業法第２８条の４０ 推進機関は、第２８条の４の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者を募集する業務その他
の発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行うこと。

（参考）本機関による電源入札等の制度の概要

※電気工作物とは・・・「発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他
の工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。）をいう。 」（同法第２条第１項第１６号）

（出所）資源エネルギー庁ウェブサイト『「電気事業法等の一部を改正する法律」（第２弾改正）（平成26年6月11日成立）について』関連資料より抜粋
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/system_reform004/pdf/20140611_03.pdf
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ＳＴＥＰ ０ ＳＴＥＰ １ ＳＴＥＰ ２

供給計画とりまとめ・大臣送付 電源入札等の検討開始の判断 電源入札等の実施の判断

決議 評議員会※１⇒理事会 理事会 評議員会⇒理事会

諮問委員会 － 本委員会 「入札委員会（仮称）」

実施時期 前年度３月末 ６月末
１２月まで

（判断を翌年度に繰り延べることもあり得る）

評価内容

・受領した供給計画（需要想定及び供給
力算定）の適切性、広域系統長期方
針・広域系統整備計画との整合性を確
認

〔需給バランス評価〕
・適正な供給力の確保状況※２を確認

〔需給バランス評価〕
・供給計画で捕捉できない供給力の
うち期待可能な供給力も考慮

〔需給変動リスク分析〕
・社会情勢や電源構成等を鑑み、個
別に注視すべきリスク要因を抽出し、
必要に応じ考慮

・電源入札等以外の対策の有無について詳
細検討（追加的な供給力及びネガワットの
確保等）
⇒需給バランスの再評価、需給変動リスク

の再分析

判断基準

・需要想定要領、供給計画に関する国の
ガイドライン、広域系統長期方針、広域
系統整備計画

〔需給バランス評価〕

・平年Ｈ３需要※３に対する基準

〔需給バランス評価〕

・STEP0と同じ

〔需給変動リスク分析〕

・厳気象Ｈ１需要※４に対する基準（第
１年度のみ※５）

・平年Ｈ３需要※３に対して、電源入札等以外
の需給対策を考慮したうえで、STEP1と同じ
基準を用いる

・厳気象Ｈ１需要※４に対して、電源入札等以
外の需給対策を考慮したうえで、STEP1と
同じ基準を用いる（第１年度のみ）

上記を基本としつつ入札委員会で議論

※１：経済産業大臣への意見送付に関する事項 ※２：火力発電所の燃料計画の確認を含む ※３：平年並みの気象条件における最大３日平均需要 ※４：厳しい気
象条件（猛暑、厳寒）における最大電力需要 ※５：第１年度は、期待可能な運用上の対策を考慮

 電源入札等の実施の判断までの業務は、下表のＳＴＥＰ０→STEP1→STEP２の順に実施。

 ＳＴＥＰ１では、下表の評価内容・判断基準に基づき、STEP２に進むかどうかを判断。

 ＳＴＥＰ２では、電源入札等以外の対策の有無を検討し、電源入札等の実施要否を慎重に判断。

（第２回委員会資料再掲）電源入札等の実施判断までの業務フロー



5需給バランス評価・需給変動リスク分析について

 今年度における第１～１０年度を対象とした電源入札等検討開始の判断（ＳＴＥＰ１）については、下表に従
い評価・分析を行う。今回の対象は第２～１０年度（２０１８～２０２６年度）となる。

第１年度 第２～１０年度

需給バランス
評価

＜供給計画ベース＞

 各月、平年Ｈ３需要に対し供給
予備率８％以上を確保

＜供給計画ベース＞

 各年、平年Ｈ３需要に対し供給
予備率８％以上を確保

需給変動
リスク分析

＜電力需給検証ベース＞

 厳気象Ｈ１需要に対し供給予
備率３％以上を確保

 供給力減少リスク要因の把握

 供給力に関する状況把握

 高需要発生リスク要因の把握

 供給力減少リスク要因の把握

 供給力に関する状況把握

 その他関連情報

電源入札等
検討開始の

判断

今回審議

上記の評価だけでは
捕捉できないリスク
の定量的な把握

このリスクをもって電源
入札等の検討を開始す
る必要があるかどうかを

確認

審議済み
（第１６回委員会）



6第２～１０年度における需給変動リスク分析の項目について

（出所）第１２回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料２より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2016/files/chousei_jukyu_12_02.pdf

 昨年度に実施した「第２～１０年度における需給変動リスク分析」に基づき、今回も下記項目のうちリスク分析の必要性が
有るものについて分析を行った。

 なお、高需要発生リスクについては、昨年度は経済指標の上振れケースとして、長期エネルギー需給見通しで需要の推計
に適用した経済成長率１．７％（年率）を用いてリスク分析を実施したものの、需要上振れケースの考え方に関し新たな知
見は得られていないことに加え、足元の需要実績は年々下がり続けている状況であることから、今回は新たな高需要発生
リスクに関する分析は省略することとした。



7（参考）昨年度に実施した需要上振れリスク分析について

（出所）第１２回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料２より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2016/files/chousei_jukyu_12_02.pdf



8（参考）昨年度に実施した需要上振れリスク分析について

（出所）第１２回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料２より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2016/files/chousei_jukyu_12_02.pdf
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需給バランス評価



10＜需給バランス評価＞
供給計画取りまとめに基づく需給バランス（Ｈ３）

供給計画取りまとめ資料（第１４回
調整力及び需給バランス評価等
に関する委員会資料４）より

（出所）第１４回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料４より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2016/files/chousei_jukyu_14_04.pdf



11＜需給バランス評価＞
供給計画取りまとめに基づく需給バランス（Ｈ３）（連系線活用後）

供給計画取りまとめ資料（第１４
回調整力及び需給バランス評価
等に関する委員会資料４）より

（出所）第１４回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料４より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2016/files/chousei_jukyu_14_04.pdf



12＜需給バランス評価＞
（参考）東京・中部・関西エリアの予備率低下要因

供給計画取りまとめ資料（第１４
回調整力及び需給バランス評価
等に関する委員会資料４）より

（出所）第１４回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料４より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2016/files/chousei_jukyu_14_04.pdf
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需給変動リスク分析



14＜需給変動リスク分析＞
新規開発電源の開発遅延リスクの把握

供給計画取りまとめ資料
（第１４回調整力及び需
給バランス評価等に関す
る委員会資料４）より

 ２０２３年度（平成３５年度）までは毎年100万～500万kWの割合で電源の新増設が計画されているが、それ以降は新増設の
ペースは鈍化。

 来年度の供給計画取りまとめまでに、仮に電源新増設の開発が遅延することが判明し、供給力の不足が懸念される場合に
は、電源の休廃止の繰り延べを事業者にお願いすることも選択肢の一つと考えられる。

 新増設と休廃止のペースが今後どのように変化していくか、供給計画とりまとめ等を通じて引き続き注視していくことが必要。

（出所）第１４回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料４より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2016/files/chousei_jukyu_14_04.pdf
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 昨年度から今年度にかけて新たに休廃止が決定した電源の影響もあり、昨年度の供給計画時点と比較して、同一年度に
おける高経年火力の量、全国需要に対する割合は減少。

 上記より、電源が計画外に停止するリスクは減少傾向にある。一方で総需要に対する割合は年々増加傾向であることに
変わりはないため、高経年火力の休廃止状況について注視が必要。

＜需給変動リスク分析＞
高経年火力の計画外停止リスクの把握

高経年火力の量（全国合計）及び全国需要に対する割合【送電端 万ｋＷ】

（注釈）運転開始以降、４０年を経過したものを高経年として設定。運転開始時期は、電気事業便覧および各社HP記載情報より把握

（注釈） 全国需要は、全国１０エリアの最大３日平均電力（８月）を合計したもの
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 原子力発電所の稼働状況等が見通せないことに伴い、当該供給力を「未定」と計上したものについては、
平成２９年度供給計画届出書の記載要領（平成２８年１２月：資源エネルギー庁発行）に従い、当該発電
所・号機の供給力を「ゼロ」として算定している。なお、平成２９年度供給計画では、届出時点で再稼動し
ている原子力発電所を除き、供給力「未定」として届出されている。
※上記は平成２９年３月の「平成２９年度の供給計画取りまとめ」において公表済み。
（https://www.occto.or.jp/pressrelease/2016/170330_kyokyukeikaku_torimatome.html）

 供給計画届出時点で再稼動している原子力発電所が、仮に何らかの要因で停止した場合についての需
給バランス評価を実施した。

 上記評価の結果、原子力発電所が供給力に計上されているエリアでは、供給予備率８％を下回る断面
が発生するものの、地域間連系線の空容量を活用した他エリアからの融通により、供給予備率８％を確
保できる見通しであることを広域機関にて確認した。

 なお、今後原子力発電所の再稼動が進んだ場合、どの程度の停止リスクを評価するか（例えば運転中
ユニット全てを停止とするのか、各エリア１サイト停止とするか等）については、将来的な課題とする。

＜需給変動リスク分析＞
原子力供給力の想定外停止における状況把握



17まとめ

 平成２９年度供給計画の取りまとめにおける需給バランス評価から、東京エリアの第２～７年度（２０１８～２０２３年度）、
中部エリアの第３～５年度（２０１９～２０２１年度）、関西エリアの第５年度（２０２１年度）において、判断基準である供給予
備率８％を下回る見通しであるが、地域間連系線を活用した他エリアからの供給力を考慮することにより、供給予備率
８％を確保できる見通しであることを確認しており、この結果より、電源入札等の検討開始の必要性は認められないと考え
られる。

 更に上記評価だけでは捕捉できないリスクの分析及び状況把握を行ったが、この結果からも、現時点で緊急的に電源入
札等の検討を開始する必要性は認められないと考えられる。一方で今後リスクが顕在化した時には、更なる対策の要否
について検討が必要である。

＜新規開発電源の開発遅延リスクの把握＞

 ２０２３年度（平成３５年度）までは毎年100万～500万kWの割合で電源の新増設が計画されているが、それ以降は新増
設のペースは鈍化。

 来年度の供給計画取りまとめまでに、仮に電源新増設の開発が遅延することが判明し、供給力の不足が懸念される場
合には、電源の休廃止の繰り延べを事業者にお願いすることも選択肢の一つと考えられる。

＜高経年火力の計画外停止リスクの把握＞

 昨年度から今年度にかけて、新たに休廃止が決定した電源の影響もあり、昨年度の供給計画時点と比較して、同一年
度における高経年火力の量、全国需要に対する割合は減少しているため、電源が計画外に停止するリスクは減少傾向
といえる。

＜原子力供給力の想定外停止における状況把握＞

 原子力発電所が供給力に計上されているエリアにおいて、仮に何らかの要因で原子力が停止となった場合には、供給
予備率８％を下回る断面が発生するものの、地域間連系線の空容量を活用した他エリアからの融通により、供給予備
率８％を確保できる見通しである。

 上記結果より、第２～１０年度（２０１８～２０２６年度）を対象とした電源入札等の検討開始は不要と判断することで良いか。

【容量市場との関係について】

 容量市場は、電源投資に関して一定の投資回収の予見性を確保するための仕組みであるが、仮に容量市場を通じても供
給力が不足すると判断された場合には、電源入札等を活用して供給力を確保していくこととなる。



18（参考）供給計画における必要予備率の考え方

（出所）第２回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料（資料３：供給計画とりまとめ時点での需給バランス評価の基準について）より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2016/files/chousei_jukyu_02_03.pdf


